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2025 年７月３日 
各 位 

会 社 名 株式会社芝浦電子 
代表者名 代表取締役社長社長執行役員 葛西晃 

（コード番号 6957 東証スタンダード） 
問合せ先 執行役員経営管理部長 星ノ谷 行秀 

（TEL ０４８−６１５−４０００） 
 

会 社 名 YAGEO Corporation 
代表者名 Founder and Chairman Pierre T.M. Chen 

 
 

（訂正）「（訂正）公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う 
「株式会社芝浦電子（証券コード：6957）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」 

及び公開買付開始公告の訂正並びに買付条件等の変更に関するお知らせ」の一部訂正について 
 

 YAGEO Corporation は、2025 年 7 月 2 日、同社が 2025 年７月１日付で公表いたしました「（訂正）公開買付
届出書の訂正届出書の提出に伴う「株式会社芝浦電子（証券コード：6957）に対する公開買付けの開始に関する
お知らせ」及び公開買付開始公告の訂正並びに買付条件等の変更に関するお知らせ」について一部記載内容を訂正
したうえで公表いたしましたので、お知らせいたします。 
 
訂正箇所は以下、太字下線で記載のとおりです。 
 
I．2025 年 5 月８日付公開買付者プレスリリースの訂正内容 
１. 公開買付の目的等 
（１）本公開買付けの概要 
〈訂正前〉 

(訂正前) 
＜前略＞ 

① 本公開買付けに係る公開買付届出書「６ 株券等の取得に関する許可等」の「(2) 根拠法令」に記載のとおり、
公開買付者は、本取引の実行にあたり、日本における外資規制及び台湾における対外投資規制に基づく手続並
びにドイツ及びオーストリアにおける競争法に基づく手続が必要になると判断しております。本公開買付けに
係る公開買付届出書「６ 株券等の取得に関する許可等」の「(2) 根拠法令」記載のとおり、日本における外
国為替及び外国貿易法の手続及び対応については、2025 年２月６日付で、外国為替及び外国貿易法第 27 条第
１項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行い、同日付で受理されておりましたが、
当該届出の受理後、2025 年２月 28 日に、対象者の事業を所管する経済産業省から法定の待機期間中の審査の
完了が困難であり、審査の継続のために一度届出を取り下げるよう連絡があったため、公開買付者は、2025 年
３月４日付で上記届出を取り下げました。本書提出日現在、再度の届出は行っておりませんでしたが、その後、
公開買付者は、経済産業省との協議が着実に進んでいることから、2025 年６月２日付で外国為替及び外国貿易
法第 27 条第１項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への再度の届出を行い、同日付で受理
されており、日本の法律事務所のアドバイスに基づき、公開買付期間(延長した場合も含みます。)の末日まで
に本公開買付けによる株式取得(以下「本株式取得」といいます。)に係る承認を取得できる見込みです。 

＜中略＞ 
(訂正後) 

＜前略＞ 
① 本公開買付けに係る公開買付届出書「６ 株券等の取得に関する許可等」の「(2) 根拠法令」に記載のとおり、
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公開買付者は、本取引の実行にあたり、日本における外資規制及び台湾における対外投資規制に基づく手続並
びにドイツ及びオーストリアにおける競争法に基づく手続が必要になると判断しております。本公開買付けに
係る公開買付届出書「６ 株券等の取得に関する許可等」の「(2) 根拠法令」記載のとおり、日本における外
国為替及び外国貿易法の手続及び対応については、2025 年２月６日付で、外国為替及び外国貿易法第 27 条第
１項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行い、同日付で受理されておりましたが、
当該届出の受理後、2025 年２月 28 日に、対象者の事業を所管する経済産業省から法定の待機期間中の審査の
完了が困難であり、審査の継続のために一度届出を取り下げるよう連絡があったため、公開買付者は、2025 年
３月４日付で上記届出を取り下げました。本書提出日現在、再度の届出は行っておりませんでしたが、その後、
公開買付者は、経済産業省との協議が着実に進んでいることから、2025 年６月２日付で外国為替及び外国貿易
法第 27 条第１項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への再度の届出を行い、同日付で受理
されております。その後、公開買付者は、2025 年７月１日付で、財務大臣及び事業所管大臣から日本銀行を経
由して外国為替及び外国貿易法第 27 条第３項に基づき、審査に追加の時間を要するため、公開買付者が外国
為替及び外国貿易法第 27 条第１項に従い 2025 年６月２日に行った届出に係る待機期間を、2025 年８月１日
までに延長する旨の通知を受領しました。なお、日本の法律事務所のアドバイスに基づき、公開買付期間(延長
した場合も含みます。)の末日までに本公開買付けによる株式取得(以下「本株式取得」といいます。)に係る承
認を取得できる見込みです。 

＜後略＞ 
 
〈訂正後〉 

(訂正前) 
＜前略＞ 

① 本公開買付けに係る公開買付届出書「６ 株券等の取得に関する許可等」の「(2) 根拠法令」に記載のとおり、
公開買付者は、本取引の実行にあたり、日本における外資規制及び台湾における対外投資規制に基づく手続並
びにドイツ及びオーストリアにおける競争法に基づく手続が必要になると判断しております。本公開買付けに
係る公開買付届出書「６ 株券等の取得に関する許可等」の「(2) 根拠法令」記載のとおり、日本における外
国為替及び外国貿易法の手続及び対応については、2025 年２月６日付で、外国為替及び外国貿易法第 27 条第
１項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行い、同日付で受理されておりましたが、
当該届出の受理後、2025 年２月 28 日に、対象者の事業を所管する経済産業省から法定の待機期間中の審査の
完了が困難であり、審査の継続のために一度届出を取り下げるよう連絡があったため、公開買付者は、2025 年
３月４日付で上記届出を取り下げました。本書提出日現在、再度の届出は行っておりませんでしたが、その後、
公開買付者は、経済産業省との協議が着実に進んだものと判断したことから、公開買付者独自の判断として、
2025 年６月２日付で外国為替及び外国貿易法第 27 条第１項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管
大臣への再度の届出を行い、同日付で受理されており、日本の法律事務所のアドバイスに基づき、公開買付期
間(延長した場合も含みます。)の末日までに本公開買付けによる株式取得(以下「本株式取得」といいます。)に
係る承認を取得できる見込みです。 

＜中略＞ 
(訂正後) 

＜前略＞ 
① 本公開買付けに係る公開買付届出書「６ 株券等の取得に関する許可等」の「(2) 根拠法令」に記載のとおり、

公開買付者は、本取引の実行にあたり、日本における外資規制及び台湾における対外投資規制に基づく手続並
びにドイツ及びオーストリアにおける競争法に基づく手続が必要になると判断しております。本公開買付けに
係る公開買付届出書「６ 株券等の取得に関する許可等」の「(2) 根拠法令」記載のとおり、日本における外
国為替及び外国貿易法の手続及び対応については、2025 年２月６日付で、外国為替及び外国貿易法第 27 条第
１項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行い、同日付で受理されておりましたが、
当該届出の受理後、2025 年２月 28 日に、対象者の事業を所管する経済産業省から法定の待機期間中の審査の
完了が困難であり、審査の継続のために一度届出を取り下げるよう連絡があったため、公開買付者は、2025 年
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３月４日付で上記届出を取り下げました。本書提出日現在、再度の届出は行っておりませんでしたが、その後、
公開買付者は、経済産業省との協議が着実に進んだものと判断したことから、公開買付者独自の判断として、
2025 年６月２日付で外国為替及び外国貿易法第 27 条第１項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管
大臣への再度の届出を行い、同日付で受理されております。その後、公開買付者は、2025 年７月１日付で、財
務大臣及び事業所管大臣から日本銀行を経由して外国為替及び外国貿易法第 27 条第３項に基づき、審査に追
加の時間を要するため、公開買付者が外国為替及び外国貿易法第 27 条第１項に従い 2025 年６月２日に行った
届出に係る待機期間を、2025 年８月１日までに延長する旨の通知を受領しました。なお、日本の法律事務所の
アドバイスに基づき、公開買付期間(延長した場合も含みます。)の末日までに本公開買付けによる株式取得(以
下「本株式取得」といいます。)に係る承認を取得できる見込みです。 

＜後略＞ 
 

以上 
 

本資料は、YAGEO Corporation（公開買付者完全親会社）が、株式会社芝浦電子（公開買付けの対象者）に行
った要請に基づき、金融商品取引法施行令第 30 条第１項第４号に基づいて公表を行うものです。 

 
（添付資料） 
2025 年７月１日付「（訂正）公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「株式会社芝浦電子（証券コード：
6957）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」及び公開買付開始公告の訂正並びに買付条件等の変更に関
するお知らせ」（注） 

 
（注）当該お知らせは、2025 年 7 月 1 日付で適時開示情報閲覧サービス（TDnet）及び YAGEO Corporation の

ホームページ上にて開示されたものですが、一部誤記が判明したため、同社のホームページ上にて、2025
年 7 月 2 日、当該誤記を改めた内容に差し替えているとのことです。 

 
















